
※町長の諮問に応じ開催。

着工30日前までに、様式第10号・土砂等による土地の埋立て等事業着手届（条例第14条

、施行規則第10条）及び、土砂等による土地の埋立て等事業工事施行者届出書の提出

様式第15号・土砂等による土地の埋立て等事業完了届（条例第17条、施行規則第13条）

の提出

※本フローチャートにはおおまかな流れを掲載しています。

　 届出に際しては必ず条例・規則をご確認いただき、手続きなど漏れ落ちのないようご注意ください。

許可申請が必要
（条例第7条）

許可申請が不要

高取町土砂等による土地の埋立て等の規制に関する条例に関する
フローチャート

事業区域の面積が

１，０００㎡以上 １，０００㎡以下
（条例第7条1号　例外規定）

県河川整備課に事前相談
（雨水浸透阻害行為に該当する

可能性があるため）

事業区域の一部でも盛土が１ｍ以上又
は切土が２ｍ以上

（条例第7条1号　例外規定）

ある ない
事前協議が必要

（条例第12条、施行規則第8条） 事前協議が不要

事前協議
（施行規則第8条）

工事の完了

説明会の開催
（条例第8条、施行規則第5条）

許可申請
（条例第9条、施行規則第6条★）

審議会の開催
（条例第11条）

許可
（条例第10条）

工事の実施

★第6条第3項20号の地元の同意については影響が懸念される範囲が対象


